
 

  

２９ Ｂウイルス病 

（１）定義 

マカク属のサルに常在するＢウイルス（ヘルペスウイルス科・アルファヘルペスウイルス

亜科）による熱性・神経性疾患である。 

（２）臨床的特徴 

サルによる咬傷後、症状発現までの潜伏期間は早い場合２日、通常２～５週間である。早

期症状としては、サルとの接触部位（外傷部）周囲の水疱性あるいは潰瘍性皮膚粘膜病変、

接触部位の疼痛、掻痒感、所属リンパ節腫脹を来し、中期症状としては発熱、接触部位の感

覚異常、接触部位側の筋力低下あるいは麻痺を、眼にサルの分泌物等がはねとんだ際には結

膜炎を来す。晩期には副鼻腔炎、項部強直、持続する頭痛、悪心・嘔吐、脳幹部症状として

複視、構語障害、目まい、失語症、交差性麻痺及び知覚障害、意識障害、脳炎症状を来し、

無治療での致死率は７０～８０％。生存例でも重篤な神経障害が後遺症としてみられる。 

感染経路は実験室、動物園あるいはペットのマカク属サルとの接触（咬傷、擦過傷）及び

それらのサルの唾液、粘液とヒト粘膜との接触（とびはね）による。また実験室ではサルに

使用した注射針の針刺し、培養ガラス器具による外傷によっても感染する。 

（３）届出基準 

ア 患者（確定例） 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からＢウイルス病が

疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、Ｂウイルス病患者と診断した場合に

は、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

イ 無症状病原体保有者 

医師は、診察した者が（２）の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査

方法により、Ｂウイルス病の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第１２条第１項の

規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

ウ 感染症死亡者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、Ｂウイルス

病が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、Ｂウイルス病により死亡したと

判断した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

  エ 感染症死亡疑い者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、Ｂウイルス

病により死亡したと疑われる場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わな

ければならない。 

 

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出 咽頭拭い液、脳脊髄

液、咬傷部・擦過部

位の生検組織 
ＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出 

ＥＬＩＳＡ法（ドットブロット法を含む）による抗体の検出 

（注）ヒトではＨＳＶ－１とＢウイルスの抗原性は交差するので、

従来の抗原抗体反応系（蛍光抗体法等）は使用できない。 

血清 

 



  

別記様式４－２９ 

 

Ｂ ウ イ ル ス 病 発 生 届 
 

都道府県知事（保健所設置市長・特別区長） 殿 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第１２条第１項（同条第６項において準用する場合を含む。）

の規定により、以下のとおり届け出る。 

報告年月日 令和  年  月  日 

医師の氏名                            印  

（署名又は記名押印のこと） 

従事する病院・診療所の名称                        

上記病院・診療所の所在地(※)                       

電話番号(※)     （      ）      －          

（※病院・診療所に従事していない医師にあっては、その住所・電話番号を記載） 

 

 

１ 診断（検案）した者（死体）の類型 

・患者（確定例） ・無症状病原体保有者 ・感染症死亡者の死体 ・感染症死亡疑い者の死体 

２ 当該者氏名 ３性別 ４ 生年月日 ５診断時の年齢(0歳は月齢) ６ 当該者職業 

 男・女     年  月  日     歳（   か月）  

７ 当該者住所 

電話（   ）  －  

８ 当該者所在地 

電話（   ）  －   

９ 保護者氏名 １０ 保護者住所   （９、１０は患者が未成年の場合のみ記入） 

 電話（   ）  －   
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症 

 

状 

・水疱性     ・潰瘍性皮膚粘膜病変 

・動物との接触部位の局所症状 

・リンパ節腫脹  ・発熱         ・筋力低下       

・麻痺         ・結膜炎    ・脳幹機能不全 

・複視      ・構語障害     ・交差性麻痺      

・知覚障害       ・脳炎         

・その他（      

   ） 

・なし  

１８ 感染原因・感染経路・感染地域 

 

①感染原因・感染経路（ 確定・推定 ） 

 

１ 動物・蚊・昆虫等からの感染（動物・蚊・昆虫等の種類・

状況               

 ） 

２ 針等の鋭利なものの刺入による感染（刺入物の種類・状

況            

      ） 

３ その他（           

     ） 

 

 

 

②感染地域（ 確定 ・ 推定 ） 

１ 日本国内（   都道府県    市区町村） 

２ 国外（        国 

詳細地域             ） 
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診

断

方

法 

・分離・同定による病原体の検出 

検体：咽頭拭い液・髄液・咬傷部生検組織・ 
擦過部生検組織・その他（  

         ） 
・検体から直接のPCR法による病原体遺伝子の検出 

検体：咽頭拭い液・髄液・咬傷部生検組織・ 
擦過部生検組織・その他（   

        ） 
・ELISA法(ドットブロット法を含む)による血清抗体の 
検出 

 

・その他の方法（               ） 

  検体（                  ） 

  結果（                  ） 

 

１３ 初診年月日         令和  年  月  日 

１４ 診断（検案(※)）年月日   令和  年  月  日 

１５ 感染したと推定される年月日 令和  年  月  日 

１６ 発病年月日（＊）      令和  年  月  日 

１７ 死亡年月日（※）      令和  年  月  日 

 

１９ その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療のため

に医師が必要と認める事項 

 

 

 

（1，3，11,12,18欄は該当する番号等を○で囲み、4, 5, 13から 17欄は年齢、年月日を記入すること。 

 (※)欄は、死亡者を検案した場合のみ記入すること。(＊)欄は、患者（確定例）を診断した場合のみ記入すること。 

11, 12欄は、該当するものすべてを記載すること。） 

こ
の
届
出
は
診
断
後
直
ち
に
行
っ
て
く
だ
さ
い 
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